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被災地における学校再開に向けた施設⾯での課題と⼯夫に関する調査研究 報告書概要

過去の⼤規模災害で学校施設が被災した際、施設⾯において、どのような課題に対してどのような⼯夫をしたこ
とにより、いち早く学校再開したのか、事例を収集し、そこから学びえるノウハウ等を抽出・整理・分析するこ
とで、災害に備えるための知⾒を⾃治体等へ提供する。

⽬
的

アンケート調査
（⽯川県能登地⽅の

４市町11校の公⽴学校）
・職員数に関する基礎情報
・令和６年能登半島地震に

おける学校再開の状況と
課題について

訪問調査
（⽯川県能登地⽅の

５市町13校の公⽴学校）
・令和６年能登半島地震に

おける学校再開に向けた
施設⾯での課題と⼯夫に
ついて

ヒアリング等
（３県＋９市区町）
・平成28年熊本地震の被災

⾃治体や先進的な取組を
⾏っている⾃治体等に学
校再開に向けた施設⾯で
の取組について

○ 被災地で⽣じた課題とそれを乗り越えた現場での⼯夫
・被災地等で発⽣した様々な課題とそれを乗り越えた現場での⼯夫を抽出し、36の⼯夫に分類。

（例）
◇ 学校再開に当たって、どのように避難所機能を縮⼩し、教育活動エリアを確保するかが課題となった。

教育委員会が、避難住⺠の減少傾向や県による他施設への移動希望者等の状況を⾒て、避難所運営のた
め関係者が⼀堂に会する会議において、学校の再開希望⽇や教育活動のために必要なエリアを提⽰。
その後、関係者間で綿密に打合せし、実現。

◇ 限られた教育活動エリアの中で、必要な教室を確保するため、使⽤頻度の低い特別教室等を普通教室に
転⽤。

○ 発災後に学校再開に向けて施設⾯で必要となる取組のタイムライン
・発災後に学校再開に向けて施設⾯で必要となる取組のタイムラインを、「安全点検及び安全区

域と⽴⼊禁⽌区域の区分け」、「避難所に開放するエリアの設定」、「教育活動エリアの確
保」、「教育活動エリアの拡充及び本格的な復旧」の４つのカテゴリーに分けて整理。

○ タイムラインを円滑に進めるための課題と平時から実施すべき取組
・タイムラインで⽰された対応を円滑に進めるに当たっての課題と、その課題を解消するために

平時から実施すべき取組を、タイムラインの４つのカテゴリーごとに整理。
（例）

＜課題＞
避難所に提供するエリアと開放しないエリアを適切に区分けすることが、その後の円滑な学校再開につな
がるが、あらかじめその⽅針を策定している割合が約７割に留まる。

＜実施すべき取組＞
当該⽅針を策定する。その際、できるだけ、避難者数に応じて段階的に避難所エリアを拡⼤できる柔軟で
多段階の計画にする。

アンケート調査・訪問調査・ヒアリング等から得られた課題、知⾒等
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ー 被災地における学校再開に向けた施設⾯での⼯夫 ー
被災地における学校再開に向けた施設⾯での課題と⼯夫に関する調査研究

○安全点検及び安全区域と⽴⼊禁⽌区域の区分け
①少ない職員で速やかな点検

⼯夫１ 災害発⽣時の点検等について地元建設業団体等と協定を結び、
速やかに点検する体制を構築

⼯夫２ 学校施設の設計や⼯事を担当した業者を記録しておき、
災害時に対応を依頼

⼯夫３ 教育委員会職員や教職員が参集できないことを想定した
体制の構築

②安全区域と⽴⼊禁⽌区域の区分け
⼯夫４ ロープやコーン、体育⽤具などで危険な箇所に

⽴ち⼊らないよう表⽰
⼯夫５ 建築構造の専⾨家（⼀級建築⼠や応急危険度判定⼠等）に

アドバイスを求める

○避難所に開放するエリアの設定
⼯夫６ 避難所としての学校施設の利⽤⽅針の作成と訓練の実施
⼯夫７ 体育館での温度環境やプライバシーの確保
⼯夫８ 学校を避難所として利⽤する際のルール設定

○教育活動エリアの確保
①学校再開時期及び教育活動エリアの設定

⼯夫９ 学校、教育委員会、防災部局の緊密なコミュニケーション
②限られたエリアの中で教育活動に必要な教室等の確保

⼯夫10 特別教室等の集約、特別教室を普通教室等へ転⽤、余裕教室の
活⽤

⼯夫11 ⼤部屋を複数クラスで使⽤
⼯夫12 余裕スペースの有効活⽤

（パーティション、カーテン等での仕切り等）
⼯夫13 利⽤可能なスペースに合わせた年間スケジュールや

カリキュラムの組替え
⼯夫14 オンライン環境の確保とスキル向上
⼯夫15 仮設空調（ウインドウ型エアコン等）の活⽤
⼯夫16 運動機会の確保

③複数の学校が１つの学校施設を利⽤して再開
⼯夫17 受⼊れ側の校⻑等のリーダーシップ、

受⼊れ側と間借りする側の緊密なコミュニケーション
⼯夫18 避難所や他校が間借りしている際のエリア分けや動線分け
⼯夫19 間借りする施設に合わせた⼩学⽣と中学⽣の体格差への配慮

（机、椅⼦、踏み台等）
⼯夫20 ⽣徒の広域的な集団避難

④応急復旧等
⼯夫21 構造体と構造体の接合部でのわずかな段差等への対処
⼯夫22 被害が⽣じた給排⽔設備の代替措置
⼯夫23 ⼿を洗う環境の確保
⼯夫24 ⼀部だけでも給排⽔が使えることが有効
⼯夫25 建設部局や⼟⽊部局の協⼒
⼯夫26 まずは必要最低限の⼯事だけを発注
⼯夫27 協定に基づいて業者を確保

⑤発注⽅法の⼯夫
⼯夫28 緊急随契により早期発注
⼯夫29 ⼊札となる⾦額の引上げ
⼯夫30 業界団体へ⼀括して調査業務等を委託

⑥屋外運動スペースの確保
⼯夫31 教育委員会から防災部局に対して、教育活動にはグラウンド

が必要なことを説明
⼯夫32 学校のグラウンドが仮設住宅の候補地となった際の防災部局

との適切な協議
⼯夫33 仮設運動場を整備

○教育活動エリアの拡充及び本格的な復旧
①迅速な仮設校舎等の発注

⼯夫34 被災度区分判定をスムーズにすることで仮設校舎や仮設体育
館等の要否の判断が迅速に可能

⼯夫35 設計、⼯事、リース、撤去まで⼀括で契約することで仮設校
舎や仮設体育館等を早期建設

②議会との関係
⼯夫36 議会の承認を得るタイミング

⼯夫４ 体育⽤具による
⽴⼊禁⽌措置

⼯夫10 特別教室を
普通教室へ転⽤

⼯夫23 循環型⼿洗い器

防災教委

教委

学校 教委

学校 教委

教委

学校 教委 防災

学校 教委 防災

学校 教委 防災

防災 教委

学校 教委

学校 教委

学校 教委

学校 教委

学校 教委

教委

学校 教委

学校 教委

学校 教委

学校 教委

教委

学校 教委

教委

教委

教委

教委

教委

教委

教委

教委

教委

教委

教委

教委

教委

教委

教委

3



調査結果から得られた知⾒やノウハウ
などを踏まえ、明らかになった課題と
⽅策を整理し、学校再開に向けたタイ
ムライン（施設⾯の対応）を作成。

ー 学校再開に向けたタイムライン（施設⾯の対応） ー
被災地における学校再開に向けた施設⾯での課題と⼯夫に関する調査研究

実施主体
（◎:主担当）

平時 発災直後 学校再開後

◎防災部局
◎教育委員会
◎学校(管理職)
関係部局

教職員、教育委員会による臨時
の安全点検

◎学校(教職員)
◎教育委員会

地元の専⾨家による２次点検

◎教育委員会
建設部局

⽂部科学省からの⽂教施設応急
危険度判定⼠等の派遣

◎⽂部科学省

点検結果に基づく安全区域と⽴
⼊禁⽌区域の区分け

◎学校(管理職)

学校施設の利⽤⽅針の策定、⾒
直し

◎学校(管理職)
防災部局
教育委員会

避難所エリアの中核となる体育
館の環境整備（空調設備、プラ
イバシーの確保）

◎教育委員会（空調）
◎防災部局（資機材）

被害状況や避難者数を踏まえた
避難所エリアの適切な割当て

◎防災部局
◎学校(管理職)
教育委員会
地域

学校再開時期及び教育活動エリ
アの設定、関係部局への共有、
協⼒取付け

◎教育委員会
◎学校(管理職)
 防災部局等

教育活動エリア内の具体的な割
り振り

◎学校(管理職)
教育委員会

応急復旧⼯事の実施

◎教育委員会
建設部局

運動スペースの確保

◎教育委員会
◎学校(管理職)

教育活動エリアの拡充、充実

◎学校(管理職)

本格的な復旧⼯事の実施
（必要に応じ、仮設校舎の契
約）

◎教育委員会
建設部局

学校再開に向けた施設⾯の対応

発
災

学校再開に向けて

学
校
再
開

学校、教育委員会、防災部局の緊密な連携

１．安全点検及び
  安全区域と
  ⽴⼊禁⽌区域の
  区分け
 課題と⽅策︓P77
 事例    : P60

２．避難所に開放する
エリアの設定

 課題と⽅策︓P79
 事例    : P62

３．教育活動エリアの
  確保
 課題と⽅策︓P82
 事例    : P64

４．教育活動エリアの
  拡充及び本格的な
  復旧
 課題と⽅策︓P84
 事例    : P74 体制の構築

⽅針の確認

体制の構築

整備

策定・⾒直し

体制の構築

体制の構築

体制の構築

⼿順の確認

⼿順の確認

⼿順の確認
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ー 学校再開に向けた施設⾯の課題と⽅策 ー
被災地における学校再開に向けた施設⾯での課題と⼯夫に関する調査研究

１．安全点検及び安全区域
と⽴⼊禁⽌区域の区分け

○教職員による点検では、安全か
判断に迷う場⾯もあるため、専
⾨家による速やかな⼆次点検を
得られる体制が必要。

２．避難所に開放する
エリアの設定

○学校施設の利⽤⽅針が未策定等
で、避難者の受⼊れに際し、混
乱したケースあり。

○地域住⺠が先に学校にたどり着
いたが、どこが避難所エリアで、
どこが開放しないエリアか分か
らないため、避難者が普通教室
や職員室等までに⼊り込み、避
難⽣活を送るケースあり。

○体育館に空調設備が整備されて
おらず冷え込んだため、空調設
備の設置されている普通教室に
避難したケースあり。

３．教育活動エリアの確保
○学校再開に向けて教育活動エリ

アを確保するためのノウハウが
不⾜。

４．教育活動エリアの拡充
及び本格的な復旧

○どのように避難所エリアの縮⼩、
教育活動エリアの拡充を進める
かのノウハウが不⾜。

１．安全点検及び安全区域と⽴⼊禁⽌区域の区分け
○以下の事例なども参考に、地域の実情に合わせ、発災後速やかに点検等の実施に協⼒を得

られる体制を平時に構築。＜◎教育委員会、建設部局＞

―⼯夫した事例―
・地元の専⾨団体と協定を結び、点検やその後の応急復旧に優先的に取り組んでもらうよ

う体制を整備
・⽇頃の維持修繕等から学校施設の整備等に協⼒いただいている業者をリストアップ
・庁内の部局間で発注実績のある業者のリストを共有

２．避難所に開放するエリアの設定
○避難所エリアと学校再開を⾒据えて開放しないエリアをあらかじめ想定し、防災部局など

関係者と共有。＜◎学校（管理職）、防災部局、教育委員会、地域＞

○避難者数に応じ、余裕教室等を避難所エリアに段階的に開放していく、柔軟で多段階の計
画にすることも重要。＜◎学校（管理職）、防災部局、教育委員会＞

○教職員不在時に災害が発⽣することも想定し、防災部局は、避難所開設・運営訓練等の機
会を利⽤し、地域住⺠に対し、避難所エリアとして開放される範囲と開放されない範囲を
周知。＜◎防災部局、学校（管理職）、教育委員会、地域＞

○教育委員会は、体育館、保健室等当初から避難所エリアに開放する諸室はもとより、避難
者数に応じて段階的に開放する諸室についても、災害に備え、空調設備を整備。
＜◎教育委員会＞

３．教育活動エリアの確保
○国は、過去の災害での学校や教育委員会の対応やノウハウについて取りまとめ、全国の教

育委員会に周知する。＜◎⽂部科学省＞

・学校再開時期の設定や教育活動エリア確保に向けた防災部局等との調整の進め⽅
・学校再開までに対応すべき応急復旧の程度、業者の確保・発注等
・限られた教育活動エリアの中での具体的な教室等の割当て
・１つの学校施設で複数校を再開させる際の、当該学校間での割当ての調整

４．教育活動エリアの拡充及び本格的な復旧
○段階的に避難所エリアを縮⼩し、教育活動エリアを拡充した過去の災害の事例を国におい

て収集し、全国の教育委員会に周知する。＜◎⽂部科学省＞

平時から実施すべき取組課題

5




